
社会保障審議会障害者部会 
次 第 ( 第 2 5 回 ) 

｜ 

平成 1 7 年 4 月 2 6 日 ( 火 ) 

Ⅰ 0 : 0 0 ～Ⅰ 2 : 3 0 

於 : 厚生労働省 17 階専用第 18.19.2(N 会議室 コ Ⅰ l 開 会 

2. 議 事 

(1) 障害者自立支援法案に 係る準備状況等について 
(2) 心神喪失者等医療観察法の 施行準備状況等について 
(3) 心神喪失者等医療観察 法 下の行動制限等に 関する 

告示について ( 諮問 ) 

(4) その他 

3. 閉 会 

資料一覧 

資料 1  障害者自立支援法案の 概要及び施行スケジュールについて 

資料 2-] 障害者自立支援法案における 支給決定・サービス 利用プロセスについて 

資料 2-2 障害程度区分判定等試行事業実施要綱 ( 案 ) 

資料 2-3 障害者に対する 要介護認定基準の 有効性について 

資料 3  福祉サービスの 利用者負担 

資料 4  公費負担医療の 利用者負担 

資料 5  心神喪失者等医療観察法の 施行準備状況等について 

資料 6  諮問 書 

資料 7  心神喪失者等医療観察 法 下の行動制限等に 関する告示について 

資料 8  障害者虐待防止についての 勉強会 

資料 9  障害者自立支援法案に 関する国会での 議論の状況について ( 要約 ) 

参考資料 「精神障害者の 社会復帰の明日を 語る会」について 



第 25 回 (H@ ． 4.26)  資料Ⅰ 

障害者自立支援法案の 概要 
                議会一障害者部会 

等について、 共通の制度の 下で一元的に 提供する仕組みを 創設することとし、 自立支援 

Ⅰ障害者自立支援法による 改革のねら ぃ 

2 障害者がもっと「働ける 社会」に 

が 企業等で倒けるよ う 、 福祉側から支援。 ) 

3 地域の限られた 社会資源を活用できるよ う Ⅰ規制緩和 4 

利用できるよう、 空き教室や空き 店舗の活用も 視野に入れて 規制を緩和する。 リ 

4 公平なサービス 利用のための「手続きや 基準の透明化、 明確化 4 

を 透明化、 明確化する。 ) 

5 増大する福祉サービス 等の費用を皆で 負担し支え合 う 仕組みの強化 

(D) 利用したサービスの 量や所得に応じたⅠ公平な 負担Ⅰ 

等や所得に応じた 公平な利用者負担を 求める。 この場合、 適切な経過措置を 設ける。 ) 

(2) 国の「財政責任の 明確化Ⅰ 

身体障害者福祉法 知的障害者福祉法 E  法 

  身体障害者の 定義   精神障害者の 定義 

  福祉の措置 等 ・福祉の措置 等   措置入院等 等 
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2 法 の 

( Ⅰ ) 給付の対象者 
・ 身体障害者、 知的障害者、 精神障害者、 障害児 

(2) 給付の内容 
・ ホームヘルフサービス、 ショートステイ、 入所施設等の 介護給付費及 び 自立訓練 ( リハビリ 

等 ) 、 就労移行支援等の 訓練等給付費 ( 障害福祉サービス ) 

・ 心身の障害の 状態の軽減を 図る等のための 自立支援医療 ( 公費負担医療 )  等 

(3) 給付の手続き 
  給付を受けるためには、 障害者又は障害児の 保護者は市町村等に 申請を行い、 市町村等 

の支給決定等を 受ける必要があ ること。 

  障害福祉サービスの 必要性を明らかにするため、 市町村に置かれる 審査会の審査及 び判 

定 に基づき、 市町村が行 う 障害程度区分の 認定を受けること。 

  障害者等が障害福祉サービスを 利用した場合に、 市町村はその 費用の 100 分の 90 を支給 

すること。 ( 残りは利用者の 負担。 利用者が負担することとなる 額については、 所得等に応じ 

て 上限を設ける。 ) 

(4) 地域生活支援事業 
  市町村又は都道府県が 行 う 障害者等の自立支援のための 事業 ( 相談支援、 移動支援、 日 

学 生活用具、 手話通訳等の 派遣、 地域活動支援等 ) に関すること。 

(5) 障害福祉計画 
  国の定める基本指針に 即して、 市町村及び都道府県は、 障害福祉サービスや 地域生活支 

援事業等の提供体制の 確保に関する 計画 ( 障害福祉計画 ) を定めること。 

(6) 費用負担 
  市町村は、 市町村の行 う 自立支援給付の 支給に要する 費用を支弁すること。 

  都道府県は、 市町村の行 う 自立支援給付の 支給に要する 費用の四分の 一を負担すること。 

  国は、 市町村の行 う 自立支援給付の 支給に要する 費用の二分の 一を負担すること。 

  その他地域生活支援事業に 要する費用に 対する補助に 関する事項等を 定めること。 

(7) その他 
  附則において 利用者負担を 含む経過措置を 設ける。 

  附則において 精神保健福祉法をはじめとする 関係法律について 所要の改正を 行 う 。 

3 日 

O 利用者負担の 見直しに関する 事項のうち自立支援医療 ( 公費負担医療 ) にかかるもの 平成 
17 年 10 月 

0 新たな利用手続き、 国 等の負担 ( 義務的負担化 ) に関する事項、 利用者負担の 見直しに関 
する事項のうち 障害福祉サービスにかかるもの 等平成 18 年Ⅰ 月 

0 新たな施設・ 事業体系への 移行に関する 事項等平成 18 年 10 月 
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「 7 年度 「 8 年Ⅰ 度 

公費負担医療の 見直し ( 利用者負担の 見直し医療機関の 指定制度の導入 )     
  
        
      

新たな支給決定 ( 障害程度区分等 ) の実施 
    (18 年 10 月 より全市町村で 実施 ) 
            
        
  
  
  利用者負担の 見直し ( 介護給付等 ) 
  
  

国 ・都道府県の 義務的負担化 
  

第 「 期 障害福祉計画 ( ～ 20 年度 未 ) 
  

    

    

米 「施行後概ね 5 年間 ( 平成 24 年 3 月末までの政令で 定める日までの 間 ) で移行。 
米 2 児童入所施設の 利用事務の市町村移譲及び 施設再編については、 概ね 5 年後の施行を 目途に 3 年以内に結論を 得る。 
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年月日 

  

平成 17 年 5  月 

  
7  月 

  
弄火 

  

久 ～ 

平成 18 年「月 

  
奏 

  
  l0 月 

支給決定関係 

障害程度区分認定試行事業 ( ～ 7 月 )     
障害程度区分ほか 

新支給決定手続の 提示 

障害程度区分の 認定等 
に係る自治体研修の 実施 

市町村審査会の 設置及び 
新支給決定手続の 運用開始 ( ～ 9 月 )   
    

市町村審査会の 設置及び 
新支給決定手続の 完全実施 

報酬・基準関係 
  

経営実態調査，集計 ( ～ 9 月予定 )   
新たなサービス・ 事業体系 

( 報酬・運営基準 ) の基本骨格の 作成 

 
 

l 日体系 

に係る報酬告示   
新体系に係る 運営基準・報酬告示 ( 予定 )   

新運営基準及び 新報酬の運用開始 

障害福祉計画関係 

全国のサービス 利用実態把握 ( ～ 6 月 )     
国の基本指針の 提示   

都道府県による 
新たな事業体系への 参入意向把握   

都道府県及び 市町村における 
障害福祉計画の 策定 




